
                                               

 

 

 

 

 

 

 虐待の調査について、以下の場合に、
ご協力をください。 地域の関係機関のみなさまのための

児童虐待防止リーフレット 

児童虐待を防止するためには、児童相談

所だけではなく、地域や関係機関のみな

さまの気づきとご協力が必要です。 

 
虐待かな？と思ったら、迷わずに

連絡（通告）をしてください。 

また、児童相談所や区市町村の調査に

ご協力をください。 

１１月は児童虐待防止推進月間です 

調査をしても世帯が特定できない場合や、住民に

会えない場合、管理人や管理会社に、聴き取りや

リーフレット配布の許可などをお願いすること

があります。 

家庭訪問等で子供に会えない場合、保育所・幼稚

園・学校・塾や習い事先などで、子供の安全確認

をお願いすることがあります。 

外で虐待を目撃したという通告の場合、スーパ

ー、コンビニ、飲食店、公共交通機関、警備会社

等に対して、目撃情報や防犯カメラの映像を求め

る等の協力をお願いすることがあります。 

子供の安全確認ができない場合、ライフライン関

連会社（ガス、電気、水道）に、供給停止の時期

などの情報提供をお願いすることがあります。 

一般の民間事業者においても、児童虐待防止に係る情報
を提供しても、個人情報保護法に違反することはありま
せん。例えば、虐待通告に基づき、スーパー、コンビニ、
集合住宅、鉄道会社、飲食店等は調査への協力をしても
問題はありません。 
 
「人の生命、身体又は財産の保護のために特に必要で、
本人の同意を得られない時」「児童の健全な育成のために
必要であって、本人の同意が得られない時」等、個人情
報の提供は可能です。 

不動産管理会社の皆様 

教育関係者の皆様 

地域事業者等の皆様 

ライフライン関連事業者の皆様 

虐待に気づいたり、虐待を疑ったら、下

記通告先までご連絡ください 

◆通告者や相談内容について秘密は守ります 

◆子供の安全を第一に考えます 

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL88XD3ozcAhUGkpQKHR7qCqsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/osekkai/wallpaper.html&psig=AOvVaw0X-X3zVyRRyApJ9JhQl2uc&ust=1531044254966927


                                                

 

  

Q1 児童虐待とは具体的にどのよう

な行為ですか? 

A1 児童虐待は、保護者（親、又は親

にかわる養育者）による子供の健全な

発達を阻害する行為であり、禁じられ

ています。 

 

叩く、殴る、けるなどの暴力 

タバコの火などを押し当てる 

戸外にしめ出す など 

 

適切な衣食住の世話をせず放置 

病気なのに医師にみせない 

乳幼児を一人家に残し外出 など 

 

無視、拒否的な態度 

ば声を浴びせる 

配偶者への暴力を目撃 など 

 

子供への性交、性的暴力 

性器や性交を見せる 

ポルノの被写体などにする など 

身体的虐待 

ネグレクト（保護の怠慢・養育の放棄） 

性的虐待 

心理的虐待 

Q2虐待に気づいたり、虐待かな? 

と思ったらどうすればよいですか? 

A2 区市町村の子供家庭支援センタ
ー、児童相談所、児童相談所全国共通
窓口 189 に通告をしてください。た
だし子供の生命や安全のため、一刻を
争う場合、110通報してください。 
（各機関等の連絡先は裏面をご覧ください） 

 

 

 児童虐待通告は義務です 

 虐待を受けたと思われる子供を発見した 

者は、速やかに通告する義務があります

（児童虐待防止法第 6条） 

 

 

 通告の義務は守秘義務を優先します 

 守秘義務に関する法律の規定は、児童福祉

法 25条の規定による通告の遵守を妨げ

るものではありません 

（児童虐待防止法第 6条） 

 

児童虐待の防止等のため協力するよう努

めなければなりません 

 学校、児童福祉施設、病院等の福祉に業務

上関係のある団体、個人は虐待を発見しや

すい立場にあることを自覚し、子供の虐待

の早期発見に努める義務があります 

（児童虐待防止法第 5条）  

 

Q3虐待を見つけるサインはどのよう

なものがありますか? 

A3「おや?」と思うサインがあったら
悩まず相談機関に伝えてください。 

□ いつも子供の泣き叫ぶ声が聞こえる 

□ 不自然な外傷（あざ、打撲、火傷） 

□ 極端にやせ細り低栄養（低身長・低体重） 

□ 衣服や身体が極端に不潔 

□ 夜遅くに出歩く、徘徊（はいかい） 

□ 家に帰りたがらない 

□ 子供の養育に拒否的、無関心 

□ 子供に怒鳴る、拒否的な発言をする 

□ 年齢不相応な養育（しつけ）を正当化 

□ 子供のけがの説明が不自然 
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